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本書は、（社）情報通信技術委員会が著作権を保有しています。 

内容の一部又は全部を（社）情報通信技術委員会の許諾を得ることなく複製、転載、改変、

転用及びネットワーク上での送信、配布を行うことを禁止します。 



 

 － i － ＪＴ－Ｑ９５１．４－ｂ 

 

＜参考＞ 

１．国際勧告等との関連 
  (l)  本標準は、平成７年１１月２８日制定のＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９５１［Ⅳ］第４版を元に、またＰ

ＨＳ ＭｏＵ仕様Ｂ－ＩＦ２．５３（第１版平成９年１２月策定）と整合させる方針で、ＰＨＳに

おける公衆用基地局－ディジタル網間インタフェースに適用する番号通知付加サービスの制御手順

について規定している。 

 

２．上記国際勧告等に対する追加項目等 
ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９５１［Ⅳ］第４版に対して、以下の項目削除及び規定変更を行っている。 

（１）ＰＨＳ ＭｏＵ仕様Ｂ－ＩＦ２．５３との整合性を図り、「デフォルト番号」及び特別契約は削除

した。 

（２）ＪＴ－Ｑ９３１－ｂに規定されていない番号計画「不定」及び同様に番号種別「市内番号」を削除

した。 

（３）特殊用語に公衆用基地局タイプ１及びタイプ２を追加し、それぞれについてＰＨＳ ＭｏＵ仕様Ｂ

－ＮＷ１．００をもとに付属資料Ａを追加し、記述している。 

（４）信号上の要求条件について、ＰＨＳ ＭｏＵ仕様Ｂ－ＩＦ２．５３との整合性を図り、公衆用基地

局の種別によりそれぞれの動作について記述している。動的記述（ＳＤＬ）についても公衆用基地

局の種別によるそれぞれの動作を記述している。 

（５）他の付加サービスとの相互作用に関してはＰＨＳ ＭｏＵ仕様Ｂ－ＩＦ２．５３との整合性を図り、

ＰＨＳ付加サービスとの相互作用について記述している。 

（６）下表に示される用語の変更を行っている。 

TTC 標準 JT-Q951 の用語 本標準の用語 

Calling Line Identification Presentation Calling User Identification Presentation 

Calling Line Identification Restriction Calling User Identification Restriction 

CLIP CUIP 

CLIR CUIR 

Q.931 JT-Q931-b 

ISDN ユーザ・網インタフェース PHS 公衆用基地局－ディジタル網間インタフェース 

網 ディジタル網 

ユーザ 公衆用基地局／ＰＨＳ端末 

ISDN 番号 PHS 番号 

 

 

３．改版の履歴 
 

版 数 制  定  日 改 版 内 容 

第１版  １９９９年１１月２５日  制  定 

 

 

 

 



 

ＪＴ－Ｑ９５１．４－ｂ － ii －  

４．工業所有権 
 本標準に関わる「工業所有権等の実施の権利に係る確認書」の提出状況は、ＴＴＣホームページでご覧

になれます。 

 

 

５．注意事項 
  (l) 公衆用基地局とディジタル網とが本標準に準拠して接続される場合においては、2 ・節のオプショ

ン項目に関して、各々が採用した選択肢の整合性を確認する必要がある。 

     

  (2) 本文中に記述されている他の付加サービスとの相互作用に関して、現時点では標準となっていない

付加サービスに対しても記述しているが、その記述はその付加サービスが標準となった時点で記述

追加・変更される可能性があるため注意が必要である。 

 

６．その他 
  (l) 参照する主な勧告、標準等 

 （ⅰ）ＴＴＣ標準 

    ＪＴ－Ｑ９３１－ｂ（第４版 平成８年４月２４日制定） 

    ＪＴ－Ｑ９５１〔Ⅲ〕、〔Ⅳ〕（第４版 平成７年１１月２８日制定） 

     

 （ⅱ）ＩＴＵ－Ｔ勧告 

    Ｑ．９５１．３（平成４年３月制定） 

    Ｑ．９５１．４（平成４年３月制定） 

    Ｅ．１６４ 

 

 （ⅲ）ＰＨＳ ＭｏＵ仕様 

    Ｂ－ＳＶ２．００（平成８年１２月策定） 

    Ｂ－ＩＦ２．５３（平成９年１２月策定） 

    Ｂ－ＮＷ１．００（平成９年１２月策定） 
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４．　発信者番号通知制限（ＣＵＩＲ）

４．１　定　義

　発信者番号通知制限（ＣＵＩＲ）は発信者への付加サービスであり、発信者のＰＨＳ番号及びサブアド

レスを着信者へ通知することを制限する。

４．２　解　説

4.2.1　概　要

　発信者番号通知制限（ＣＵＩＲ）付加サービスが適用可能でかつ起動された場合、発信側ディジタル網

または発信側公衆用基地局は着信側ディジタル網に対し、発信ユーザのＰＨＳ番号及び（発信ＰＨＳ端末

が提供している時は）サブアドレスを着信ＰＨＳ端末に通知することが許容されていないという表示を提

供する。この場合の呼においては、発信ユーザ番号及びサブアドレスは着信ＰＨＳ端末に提供されてはな

らない。

　この通知制限機能は、基本サービス手順の一部であるディジタル網内の発番号の転送に影響してはなら

ない。

4.2.2　特殊用語

　サービス対象ＰＨＳ端末とは、発信呼に関連する発信者の（固定的な、または呼毎の）番号情報通知制

限に加入している特定のＰＨＳ番号を持つＰＨＳ端末である。サービス対象ＰＨＳ端末は発信ＰＨＳ端末

とも呼ばれる。

　着信ＰＨＳ端末とは、サービス対象ＰＨＳ端末によって生起され、その呼の上で発信者番号通知制限

（ＣＵＩＲ）付加サービスが起動されているときの呼の受信者である。

　ＩＳＤＮ番号とは、勧告Ｅ．１６４で規定された番号計画及び構造に適合した番号である。

　公衆用基地局タイプ１及び公衆用基地局タイプ２については付属資料Ａを参照。

　ＣＵＩＰ：発信者番号通知　　（Calling User Identification Presentation）

　ＣＵＩＲ：発信者番号通知制限（Calling User Identification Restriction）

4.2.3　テレコミュニケーションサービスへの適用上の制限

　ＰＨＳ　ＭｏＵ仕様Ｂ－ＳＶ２．００を参照のこと。

4.2.4　状態定義

　特に規定する必要はない。

４．３ 運用上の要求条件

4.3.1　サービス提供／取消し

　ＰＨＳ　ＭｏＵ仕様Ｂ－ＳＶ２．００を参照のこと。

4.3.2　発側のディジタル網に対する要求条件

　発番号通知制限（ＣＵＩＲ）付加サービスに関する全ての情報は、標準ＪＴ－Ｑ９５１－ｂで規定され

た基本呼設定手順の一部として送出される「呼設定」（ＳＥＴＵＰ）メッセージに含まれる。
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4.3.3　ディジタル網内での要求条件

　本標準には該当しない。

4.3.4　着側のディジタル網に対する要求条件

　4.5.2.4 節参照。

４．４ コーディング上の要求条件

　標準ＪＴ－Ｑ９５１．３－ｂの 1.4 と同様である。

４．５ 信号上の要求条件

4.5.1　サービスの開始／停止／登録

　適用されない。

4.5.2　インボケーションと動作

4.5.2.1　発信公衆用基地局での動作

1)　公衆用基地局タイプ１の動作

　発信公衆用基地局は、ディジタル網での発番号通知制限（ＣＵＩＲ）付加サービスに関するデフォルト

設定を要求しない場合、「呼設定」（ＳＥＴＵＰ）メッセージに、適切な表示識別子を持った発番号情報

要素を含まなければならない。

2)　公衆用基地局タイプ２の動作

　発信公衆用基地局は「呼設定」（ＳＥＴＵＰ）メッセージに、適切な表示識別子を持った発番号情報要

素を含まなければならない。

　発信ＰＨＳ端末が固定モードの発信者番号通知制限（ＣＵＩＲ）付加サービスに加入している場合、発

信公衆用基地局は表示識別子に「表示制限」を設定する。

　発信ＰＳが呼毎の発信者番号通知制限（ＣＵＩＲ）付加サービスに加入していて、デフォルト設定と異

なる要求をした場合、公衆用基地局は受信した発番号情報要素に従って表示識別子を設定する。

4.5.2.2　発信側加入者線交換機での動作

4.5.2.2.1　通常動作

1)　公衆用基地局タイプ１

　発信ＰＨＳ端末が、固定モードの発信者番号通知制限（ＣＵＩＲ）付加サービスに加入している場合

「呼設定」（ＳＥＴＵＰ）メッセージにより受信する表示識別子は無視される。ディジタル網は表示識別

子に「表示制限」を設定する。

　発信ＰＨＳ端末が呼毎の発信者番号通知制限（ＣＵＩＰ）付加サービスに加入していて、デフォルト設

定と異なる要求をした場合は、発信側のディジタル網は受信した発番号情報要素に従って表示識別子を設

定する。

　表示識別子は基本呼要求に従って相手側に転送される。

2)　公衆用基地局タイプ２

　ディジタル網は発信側公衆用基地局から表示識別子が含まれていない「呼設定」（ＳＥＴＵＰ）メッセ

ージを受信した場合、表示識別子に「表示制限」を設定する。
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　表示識別子は基本呼要求に従って相手側に転送される。

4.5.2.2.2　例外手順

　適用されない。

4.5.2.3　中継交換機での動作

　本標準には該当しない。

4.5.2.4　着信側加入者線交換機での動作

4.5.2.4.1　通常動作

　着信側加入者線交換機の動作は発信者番号通知（ＣＵＩＰ）付加サービスの１部分として提供され、標

準ＪＴ－Ｑ９５１．３－ｂの 3.5.2.3.1 節に記述されている。

4.5.2.4.2　例外手順

　適用されない。

４．６ 他の付加サービスとの相互作用

4.6.1　ＤＴＭＦ送信

　相互作用なし。

4.6.2　ハンドオーバ

　相互作用なし。

4.6.3 ユーザスクランブル

　相互作用なし。

4.6.4　サブアドレス

　相互作用なし。

4.6.5　発信者番号通知（ＣＵＩＰ）

　発信者番号通知制限（ＣＵＩＲ）付加サービスは発信者番号通知（ＣＵＩＰ）に優先する。

4.6.6　発信者番号通知制限（ＣＵＩＲ）

　相互作用なし。

4.6.7　着信転送系サービス

4.6.7.1　無条件着信転送（ＣＦＵ）

　ＪＴ－Ｑ９５２－ｂ参照。

4.6.7.2　ビジー時着信転送（ＣＦＢ）

　ＪＴ－Ｑ９５２－ｂ参照。

4.6.7.3　無応答時着信転送（ＣＦＮＲｙ）

　ＪＴ－Ｑ９５２－ｂ参照。
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4.6.7.4　圏外・電源断着信転送（ＣＦＮＲｃ）

　ＪＴ－Ｑ９５２－ｂ参照。

4.6.8　規制

4.6.8.1　全発信呼規制（ＢＡＯＣ）

　相互作用なし。

4.6.8.2　発信国際呼規制（ＢＯＩＣ）

　相互作用なし。

4.6.8.3　ホーム国以外への発信国際呼規制（ＢＯＩＣ－ｅｘＨＣ）

　相互作用なし。

4.6.8.4　全着信呼規制（ＢＡＩＣ）

　相互作用なし。

4.6.8.5　ローミング時のホーム国以外での着信呼規制（ＢＩＣ－ｒｏａｍ）

　相互作用なし。

4.6.9　ローミング

　相互作用なし。

4.6.10　ＰＨＳユーザ・ユーザ情報転送付加サービス（ＰＨＳ－ＵＵＳ）

4.6.10.1　サービス１

　相互作用なし。

4.6.10.2　サービス２

　

4.6.10.3　サービス３

４．７ 他網との相互作用

4.7.1　ＩＳＤＮとの相互作用

4.7.1.1　発信側加入者線交換機での動作

　4.5.2.2 節参照

4.7.1.2　中継交換機での動作

　適用しない。

4.7.1.3　着信側加入者線交換機での動作

　ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９５１［Ⅳ］参照。

4.7.2　非ＩＳＤＮとの相互作用

　呼が非ＩＳＤＮ向けまたは非ＩＳＤＮを経由する場合、制限通知が着側の網まで転送されることは保証

されない。

　発信者番号通知制限（ＣＵＩＲ）付加サービスが適用できるとき、国内網オプションとして発側のディ

ジタル網は、発信者を識別するいかなる情報も着側の網へ転送することを制限することができる。着側の

＃

＃
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網が通知許可も通知制限もなにも指示のない発番号を受信した場合、着側の網（ホスト網）は網自身の規

則に従って動作する。詳細はＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９５１．３－ｂの 3.5.2.3 節を参照のこと。

4.7.3　私設ＩＳＤＮとの相互作用手順

　4.7.1 節に記述されている手順を使用する。

４．８ 信号フロー

　信号フローは基本呼制御手順の必須部分となるため、ここには含めない。

４．９ パラメータ値（タイマ）

　特定のタイマは、不要である。
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４．10 動的記述

注１－　ＰＩ（表示識別子）＝００「表示許可」

　　　　ＰＩ（表示識別子）＝０１「表示制限」

図１．１／ＪＴ－Ｑ９５１．４－ｂ

発側のディジタル網における動的記述［公衆用基地局タイプ１］

発信者番号通知（ＣＵＩＰ）の
発側のディジタル網における動的記述に戻る。

ＮＯ ＹＥＳ

固定契約 呼毎契約

　発信ＰＳ
ＣＵＩＲ契約

発番号情報
要素に表示
識別子あり

ＹＥＳ

ＹＥＳＮＯ

ＰＨＳ網にて
ＰＩ＝００設定

 ＣＵＩＲ
サービス

　　契約
オプション

ＰＨＳ網にて
ＰＩ＝０１設定

ＰＩ＝デフォルト値
ＰＩ＝発信公衆用
基地局より受信し
た値
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注１－　ＰＩ（表示識別子）＝０１「表示制限」

図１．２／ＪＴ－Ｑ９５１．４－ｂ

発側のディジタル網における動的記述［公衆用基地局タイプ２］

発信者番号通知（ＣＵＩＰ）の
発側のディジタル網における動的記述に戻る。

ＮＯ ＹＥＳ

 ＣＵＩＲ
サービス

発番号情報
要素に表示
識別子あり

ディジタル網にて
ＰＩ＝０１設定

ＰＩ＝発信公衆用
基地局より受信し
た値



ＪＴ－Ｑ９５１．４－ｂ － 8 －

付属資料Ａ

（標準ＪＴ－Ｑ９５１．４－ｂに対する）

　公衆用基地局タイプ１とタイプ２について

Ａ．１　公衆用基地局の種類について

　公衆ＰＨＳ網には、サービス交換ポイントとのインタフェースのみを持つ公衆用基地局と、サービス

交換ポイント及びサービス制御ポイントの２つのインタフェースを持つ公衆用基地局がある。ＰＨＳ

ＭｏＵ仕様ではそれぞれを公衆用基地局タイプ１、公衆用基地局タイプ２として動作の違いについて記

述している。以下に各公衆用基地局の特徴について記述する。

Ａ．１．１　公衆用基地局タイプ１

　公衆用基地局タイプ１は、サービス交換ポイントとのインタフェースのみを持つ公衆用基地局のこ

とである。公衆用基地局タイプ１を有する公衆ＰＨＳ網では、すべての情報（呼制御、サービス制

御）はサービス交換ポイントとのインタフェースを経由して転送される。

Ａ．１．２　公衆用基地局タイプ２

　公衆用基地局タイプ２は、サービス交換ポイント及びサービス制御ポイントの２つとのインタフェ

ースを持つ公衆用基地局のことである。公衆用基地局タイプ２を有する公衆ＰＨＳ網は、呼制御、及

び位置情報を必要とするサービス制御を公衆用基地局－サービス交換ポイントインタフェースにて行

い、加入者情報を必要とするサービス制御（付加サービス）を公衆用基地局－サービス制御ポイント

インタフェースにて行っている。

サービス交換ポイント：ＳＳＰ（Service Switching Point）

サービス制御ポイント：ＳＣＰ（Service Control Point）
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付録Ⅰ

標準ＴＴＣ用語対照表

英　　　　　　　　　　語 Ｔ　Ｔ　Ｃ　標　準　用　語

Arrangement 契約

Barring of All Outgoing Calls 全発信呼規制

Barring of Outgoing International Calls 発信国際呼規制

Barring of Outgoing International Calls Except Call to

Home Country

ホーム国以外への発信国際呼規制

Barring of All Incoming Calls 全着信呼規制

Barring of Incoming Calls on Roaming outside Home

Country

ローミング時のホーム国以外での着信呼規制

Call Barring 規制

called party subaddress 着サブアドレス

called PS 着信ＰＨＳ端末

Call Forwarding Busy ビジー時着信転送（ＣＦＢ）

Call Forwarding No Reply 無応答時着信転送（ＣＦＮＲｙ）

Call Forwarding on PS Not Reachable 圏外・電源断時着信転送（ＣＦＮＲｃ）

Call Forwarding Unconditional 無条件着信転送（ＣＦＵ）

Calling User Identification Presentation 発信者番号通知（ＣＵＩＰ）

Calling User Identification Restriction 発信者番号通知制限（ＣＵＩＲ）

calling number 発信者番号

calling party number 発番号

calling party subaddress 発サブアドレス

calling PS 発信ＰＨＳ端末

call originating 発信呼

call terminating 着信呼

destination local exchange 着信側加入者線交換機

destination public CS-PSC interface 着公衆用基地局・ディジタル網インタフェー

ス

DSS1 ディジタル加入者線信号方式№１

DTMF Transmission ＤＴＭＦ送信

Dynamic description 動的記述

general description 概要

Handover ハンドオーバ

IE 情報要素

Invocation インボケーション

PHS number ＰＨＳ番号

national significant number 国内の特有番号

network provided 網記入

not allowed 非許容
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英　　　　　　　　　　語 Ｔ　Ｔ　Ｃ　標　準　用　語

numbering plan identification 番号計画識別

operation requirement 運用上の要求条件

originating local exchange 発信側加入者線交換機

originating PSC side 発側のディジタル網

originating public CS-PSC interface 発公衆用基地局・ディジタル網インタフェー

ス

per call basis 呼毎の

permanent mode 固定モード

private installation 私設設備

provision/withdrawal サービス提供／取消し

Requirement 要求条件

Roaming ローミング

screening function 網検証機能

screening indicator 網検証識別子

served PS サービス対象ＰＨＳ

service provider サービス提供者

special arrangement 特別契約

specific terminology 特殊用語

Subaddressing サブアドレス（ＳＵＢ）

Subject 対象

Subscription agreement 加入契約

Subscription option 加入契約オプション

terminating interface 着側のインタフェース

terminating PSC 着側のディジタル網

User scrambling ユーザスクランブル

PHS User-to-User Singalling ＰＨＳユーザ・ユーザ情報転送（ＰＨＳ　Ｕ

ＵＳ）
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